
地域医療介護総合確保基金事業の対象事業

医療分

区分１－１ 地域医療構想の達成に向けた医療機関の施設又は設備の整備に関する事業

区分１－２ 地域医療構想の達成に向けた病床の機能又は病床数の変更に関する事業

区分２ 居宅等における医療の提供に関する事業

区分４ 医療従事者の確保に関する事業

急性期病床から回復期病床への転換等、地域医療構想の達成に向けた病床の機能の分化及び連携等について実効性のあるものとするため、
医療機関が実施する施設・設備の整備に対する助成を行う。

地域医療構想の実現を図る観点から、自主的に行われる病床減少を伴う病床機能再編や、病床減少を伴う医療機関の統合等の取組に対す
る助成を行う。

地域包括ケアシステムの構築を図るため、在宅医療の実施に係る拠点の整備や連携体制を確保するための支援等、在宅における医療を提供
する体制の整備を行う。

医師等の偏在の解消、医療機関の勤務環境の改善、チーム医療の推進等の事業に助成することにより、医師、看護師等の地域に必要な質の
高い医療従事者の確保・養成を推進する。

区分６ 勤務医の労働時間短縮に向けた体制の整備に関する事業

医師の労働時間短縮を図るため、労働時間短縮のための計画を策定し、勤務環境改善の体制整備に取り組む医療機関に対する助成を行う。

介護分

区分３ 介護施設等の整備に関する事業

小規模介護施設等の整備等、地域の実情に応じた介護サービス体制の整備を支援する。

区分５ 介護従事者の確保に関する事業

「参入促進」、「資質向上」、「労働環境・処遇の改善」等、介護従事者の確保対策を推進する。


